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滞
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れ
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。
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得
が
少
な
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の
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付
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困
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な
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合
は
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保
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が
免
除
・
猶
予
さ
れ
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度
が
あ
り
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す
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で
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さ
い
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付
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す
。
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し
ょ
う

《お問い合わせ先》　吾妻行政県税事務所（☎0279－75－3300）または
　　　　　　　　　群馬県自動車税事務所（☎027－263－4343）
　　　　　　　　　※個人の事業税、不動産取得税もクレジット納税ができます。

《沼田方面路線バスのデザイン変更・愛称に関する問い合わせ先》
　 沼田市役所　企画政策課　☎0278－23－2111

《沼田方面路線バスの運行（時刻表・運賃など）に関する問い合わせ先》
　 関越交通（株）沼田営業所    ☎0278－23－1111

　自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在で、運輸支
局に登録されている自動車の所有者に課税されます。
５月上旬に自動車税事務所から送付される納税通知書
により、納期限までに納めてください。
●納期限　５月31日（月）
● 納税場所　県内の金融機関、郵便局、自動車税事務
所、行政県税事務所、コンビニエンスストア、イン
ターネットバンキング、「Pay-easy（ペイジー）」対
応のATM、Webサイト「Yahoo!公金支払い」か
らクレジットカードで納税できるほか、スマートフ
ォンアプリ（LINE　Pay、PayPay）を使用して納税
できます。

※�詳しくは５月に送付される納税通知書、または群馬
県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/にア
クセスし、「自動車税特集」で検索）でご確認くださ
い。

●その他
　・�口座振替納税をご利用の場合、５月31日（月）が
引き落とし日となりますので、前営業日までに預
金残高を必ずご確認ください。

　※�これから申し込まれる場合は、令和４年度の納税
からのご利用となります。

　・�軽自動車、バイクには軽自動車税（種別割）がかか
ります。詳しくは、町村役場税務担当課にお問い
合わせください。

　高山村から沼田市へ走る路線バスが、この春より画像のと
おりデザインを変更することになりました。また、新たに「ぬ
まくる」という愛称も決まりました。

５月は自動車税（種別割）の納期です

沼田方面への路線バスのデザインが変わりました


